
青森市国民健康保険条例（平成十七年条例第二百三号）新旧対照表 

改正後 改正前 

〔略〕 〔略〕 

（出産育児一時金） （出産育児一時金） 

第七条 被保険者が出産したときは、当該被

保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産

育児一時金として四十万八千円を支給す

る。ただし、市長が健康保険法施行令（大

正十五年勅令第二百四十三号）第三十六条

ただし書に規定する出産であると認めると

きは、四十万八千円に三万円を超えない範

囲内において規則で定める額を加算した額

を支給する。 

第七条 被保険者が出産したときは、当該被

保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産

育児一時金として四十万四千円を支給す

る。ただし、市長が健康保険法施行令（大

正十五年勅令第二百四十三号）第三十六条

ただし書に規定する出産であると認めると

きは、四十万四千円に三万円を超えない範

囲内において規則で定める額を加算した額

を支給する。 

〔略〕 〔略〕 

 

 

青森市病院料金及び手数料条例（平成十七年条例第二百十八号）新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

種別 区分 料額 

市民病院 浪岡病院 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

分べん

料 

産科医

療補償

制度に

係る負

担額 

産科医療補償制

度に係る１分べ

ん当たりの掛金

に相当する額に

胎児数を乗じて

得た額 

 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 

種別 区分 料額 

市民病院 浪岡病院 
〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

分べん

料 

産科医

療補償

制度に

係る負

担額 

単胎分べん 

１６，０００円 

多胎分べん 

１６，０００円に

胎児数を乗じて

得た額 

 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
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資料２ 

(議案第１５５号関係) 


